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花火と爆竹
―民俗学の「中国問題」

周 星
ZHOU Xin

翻訳：施 尭

中国は1970年代に改革開放政策をとって以来、国家の「四つの現代化、すなわち工業、農業、
国防と科学技術の現代化」が著しい発展を遂げてきた。とくに、40年にわたる高度経済成長とと
もに、中国の都市化は急速に進み、国民の生活様式も大きく変化した。都市と農村の二元的な社
会構造の下で発生した多くの社会問題に関心を注ぐ中国社会学と異なり、中国の文化人類学と民
俗学は、都市化のプロセスのなかで価値の多様性を含む文化的変容と都市的な生活の大規模な普
及に注目している。
かつて当たり前だと思われた多くの文化や民俗は、都市化の文脈において消滅したり（例えば、
都市の高層住宅に中堂訳注1が設置されなかった）、変形したり（例えば、春節に祝福する方法が多
様化している）、圧縮・弱化したり（例えば、結婚後の世帯別居は姑と嫁の関係を薄めた。また、
伝統的な親戚訪問の習俗が都市では少なくなった）、拡大・強化したり（例えば、経済の発展とと
もに飲食民俗が強調された）している。その中で、特定の祝祭日あるいは時刻に花火を打ち上げ、
爆竹を鳴らすという伝統が、都市において伝承・継続され、ひいては拡大されると同時に、多く
の問題をもたらし、結果的に変容・調整され、あるいは禁止された。花火と爆竹の問題はまさに、
かつて問題ではなかったことが現在、大きな問題になった典型的な事例である。本文は花火と爆
竹が中国の都市で禁止あるいは制限された現象に注目する。この問題は現代中国社会で特別に重
要性があると思われ、現代国家の法治の発展と伝統的な民俗文化との間の複雑な力関係を表して
いる。この議論をもとに、本文は民俗学者の立場の特徴と限界性を示唆し、民俗学と文化人類学
の関連研究が「法律と民俗」「国家と民俗」など課題意識を取り入れなければならないことの重要
性を提示する。

1. 伝統の力−花火と爆竹の歴史と現実

中国で花火と爆竹は長い歴史を持ち、前秦時代の「爆祭」と「庭燎」に遡ることができる。『周礼・
春官』の「九祭」に「爆祭」の記載がある。すなわち、たき火を燃やし、音を起こすことによって神
を崇拝し、邪悪を追い払う祭礼である。一方、『詩経・小雅・庭燎』には、「庭燎が輝く。君子が
永遠に安らかに眠る」と記されている。「庭燎」とは、庭でたき火を燃やし、邪悪を追い払うため
の浄化儀礼である。梁

リアン

宗
ヅォン

懍
リン

が著した『荊楚歳時記』には、正月1日に「鶏の鳴くのを聞いて起き、
まず庭で爆竹し、山臊（山わろ）の悪い鬼をさける」と記されている。この「爆竹」は動詞で、竹を
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燃やし、爆発音を起こす意味である。また、『神異経』にも「爆竹」についての記載がある。西の山
に「山臊」がいて、「身長が尺（30センチぐらい）ある。彼らに侵されると病気になる。しかし、彼
らは爆竹の音を驚き恐れる」という。さらに、『異聞録』に次のような逸話が記されている。唐の
とき、李

リィ

畋
ティエン

という道士は、隣人の仲
ヂォン

叟
ソウ

が山
シャン

魎
リャン

に憑かれたため、「庭で竹を燃やしたら、鬼が逃
げた。翌朝、その隣人は健康になった」という。この物語から爆竹して邪悪を追い払うのは年越
しのときに限られていないことがわかる。また、李

リィ

畋
ティエン

は竹の中に硝石を入れ、燃やすことによっ
て爆裂音を起こし、李

リィ

世
シー

民
ミン

のために悪い鬼を駆逐したと言い伝えられている。そのため、彼は後
世に花火と爆竹業界の祖師と呼ばれている。そして、爆竹を通して山

シャン

魎
リャン

を追い払い、悪い鬼を
鎮圧する言い伝えが、次第に爆竹して年獣訳注2を駆逐する言い伝えに変容した。
新年に爆竹をする習俗は唐と宋の時代に普及した。唐の詩人の来

ライ

鵠
ホゥ

は『早春』に「新しい曆が開
いたばかりで、小庭に爆竿した後の埃がまだ残っている」と詠んだ。ここの「爆竿」とは長い竹を
燃やすときに発生する連続した破裂音を聞くことである。また、 張

ヂャアン

説
ユエ

は『岳州守歳二首』に「桃
枝は悪を退くに堪え、爆竹は眠りを驚かすのに好む」と詠んだ。この詩からは、当時、新年のと
きに邪悪を追い払うには、爆竹以外にもいくつか別の形が存在することがわかる。王

ワァン

安
アン

石
シー

の『元
日』には、「爆竹の音の中に一年が過ぎ去り、春風が暖かい風を屠蘇酒の中に運んできた。瞳瞳た
る初日が千門万戸に差し込み、どの家も旧符を変えて新桃を貼りかえる」と詠まれている。現在、
屠蘇の習俗は一部の地方を除き殆ど消え、桃符もすでに対

ドゥイリエン

聯訳注3に変化したが、爆竹だけが昔の
ままである。爆竹は宋朝に「燎竹」とも呼ばれている。袁

ユエン

文
ウェン

が著した『瓮牖閑評』には「元日の朝に
庭に燎竹する」と記されている。ここの「燎竹」は前秦時代の「庭燎」の名残と言ってもいい。今日、
庭燎は殆ど花火や爆竹に取って代わられたが、ごく一部の農村で「年火を点す」や「旺火を興す」な
どの形でまだ伝承されている。この火が燃えれば燃えるほど吉祥の一年になると解釈されてい
る。山

シャン

西
シィ

省の大
ダァ

同
トォン

地方では、大晦日の夜に人々は「旺火」を点すと同時に爆竹もしている［解育君 
2007：71-83］。それは「庭燎」が「爆竹」に完全に取り替えられていない証明であろう。
孟
モン

元
ユエン

老
ラオ

が著した『東京夢華録』の第10巻には、除夜に「皇宮で爆竹の音が山呼訳注4のように響き、
宮外にも届く。士族の家でも庶民の家でも家族が炉を囲んで、夜明けまで寝ない。これは守歳と
呼ぶ」と記されている。また、第7巻の「駕登宝津楼諸軍呈百戯（皇帝が宝津楼を登り諸軍の雑技を
観る）」の項に「爆仗」についての記載がある。「爆仗」は軍隊の雑技パフォーマンスが開始する号令
として使われていた。「爆仗は突然霹靂のような大音響を発した」と記されている。以上の記載か
ら、北宋の末年に、火薬を入れた「爆仗」がすでに発明されたことがわかる。とはいえ、長い間、
爆竹と爆仗は併存していた。爆仗は爆竹より音が大きいため、「霹靂」または「炮仗」とも呼ばれて
いた。施

シー

宿
シウ

の『会稽志』の第13巻には、「除夜に爆竹の音があちこち聞こえる。それ以外に、硫黄
を爆薬にした爆仗があり、雷のような音を発する」と記されている。つまり、威力の大きい「爆仗」
も除夜に使用されるようになったことがわかる。周

ヂョウ

密
ミィ

が著した『武林旧事』の第3巻の「歳除」の項
には、「爆仗に菓子や人物など多種類の絵が描かれている。殿堂の屏風の外側に鐘

ヂォン

馗
クゥイ

が鬼を捕る
絵が描かれ、内側に薬線が入れられ、点火すると百回も連続に爆裂する」と記されている。つまり、
「爆仗」には多く種類が存在していた。また、当時の人々は、「薬線」を通して発火する連なった爆仗、
すなわち後世に「鞭炮」と呼ばれる爆仗を発明した。「鞭炮」と呼ばれるのは、連なった「爆仗」を鳴
らすとき、まるで鞭で打つような音が聞こえたからだと推測される。後世はさらに「鞭」と略称す
ることもある。手作りの工房で作られた爆仗は、主に紙を巻いて作られたため、「紙炮」とも呼ば
れていた。例えば、王

ワァン

銍
ヂー

は『雑纂続』に「小人が紙炮を鳴らす」と書いた。火薬は、古代中国の四大
発明のひとつとして、武器の生産よりも、多くは鞭炮や爆仗を作ることに使用されたという。
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同じく宋の時代に、火薬の普及と相まって、鞭炮と爆仗以外に、「煙花」（「煙火」または「焔火」
とも呼ばれる。以下、日本語の「花火」と表記する̶訳者）が発明された。爆竹や爆仗の楽しみは
音を聞くこととすれば、花火の楽しみは花を見ることである。それゆえ、後世に「花

ホアパオ

炮」と呼ばれ
ることもある。宋朝の花火は多数の種類があった。例えば、「棚花火」「盆景花火」などがあった。
祝祭日、特に元宵節（旧暦正月15日）に多く打ち上げられていた。辛

シン

弃
チィ

疾
ジィ

は『青玉案・元夕』に「春
風が夜に無数の灯火の花を咲かせた。花火は吹き落された星の雨のようだ」と詠み、花火が打ち
上げられるときの煌びやかで美しい景色を描いた。
明と清の時代になると、年越しに使われる花火と爆竹の意味は基本的な「徐疫」［蕭放 2011：

58］以外に徐々に増えていった。清朝の潘
パン

栄
ロォン

昇
ション

は『帝京歳時記勝』に、除夜のときに「門の外に灯
火が輝き、馬の宝石装具が競って響く。爆竹の音が激浪や轟雷のように聞こえ、全国に渡り夜明
けまで止まらない」と記述した。この記載から、現代中国の都市で爆竹が一斉に鳴らされるとき
の盛況は清朝のときと大差がないと推測できる。花火と爆竹の解釈について最も普及されていた
「辟邪」と「辞旧」説以外に、「封門」説と「接神」説がある。「封門説」とは、除夜のときに「封門爆竹」
を鳴らした後、一家が外出せず、家族団欒で年越しすることである。「接神説」とは、「小年」（旧
暦12月23日）に灶神を天に送るときに一通り爆竹を鳴らし、除夜（旧暦12月30日）に灶神が戻ると
きにもう一度爆竹を鳴らして「接神」することである［權国英 2011：183-221］。もちろん、灶

ザオ

神
シェン

（か
まど神）に限られず、天神、先祖や「百神」など神々を迎える地方も存在する［蕭放 2011：64］。ま
た、「封門」に対して「開門」もある。正月1日の朝に鳴らされる「開門爆竹」には、新気象と開門大
吉の願いが含まれている。さらに、正月5日という「五を破る日」に「開市爆竹」を鳴らす地方がある。
言い伝えによれば、正月5日が財神（路頭神、五路神）の誕生日である。この日に「路頭を迎える」
ために爆竹を鳴らさなければならない［陶思炎 2004：100］。これは「焼利市」とも呼ばれ、財をも
たらすという意味をする。一方、「五を破る日」の爆竹は「貧困を崩す」ためだと言い伝えられてい
る地方もある。そして、一部の南部地方において商家はわざと正月8日に市を開く。それは新年
初の「発日」訳注5からである。その日にも人々は大いに爆竹を鳴らし、商売繁栄を祈願する。
清末と民国の時代以来、爆竹と花火は各地の春節民俗の中で不可欠なものになっている。現
在でも、花火と爆竹は多くの一般大衆に春聯訳注6、年画、秧

ヤン

歌
ガー
訳注7、餃子と団子と並べられ、中国

新年の基本要素と見なされている。前の年に別れを告げて新しい年を迎え、災いを追い払って
福を祈り、貧しさを崩して富を求め、喜びを表すために花火と爆竹が使われる。その中に殊に
「旧を辞し、新を迎える」象徴性が目立つ。「爆竹が鳴らされない春節は春節らしくない」［陳連山 
2006：17-43］との言い方もあった。 天

ティエン

津
ジン

市の昔の楊
ヤン

柳
リュウ

青
チン

年画には、子供が提灯を持って花火
を打ち上げたり、一家が囲んで爆竹が鳴らされる様子を楽しく観たりする除夜の爆竹を題材にし
た作品が多かった［黄旭涛 2017］。山

シャン

東
ドォン

省では、元日の零時になると、爆竹が一斉に鳴らされ、
天地を揺るがす音になる。人々は寝ようとしても寝れないため、早く起き、門を開く前に「火鞭」
と呼ばれる爆竹を鳴らす。そうしないと神に出会う恐れがあると言い伝えられているからである
［山曼 他 1990：5］。江

ジアン

西
シィ

省北部の夏
シア

屋
ウゥ

陳
チェン

村
ツン

では、除夜に門を閉じる前に「封門炮」と呼ばれる爆
竹を鳴らさなければならない。そして、元日の零時を過ぎたなら、なるべく早く「開門炮」を鳴ら
す。その意味あいは、昔は邪悪をよけることだが、現在は開門大吉、財運高騰、およびお祭り気
分を高めることになっている［陳立立 2007：235-243］。また、臨

リン

沂
イィ

市では、正月5日に親族単位
で「送家堂」という行事が行われる。人々は夜がまだ完全に明けていないうちに家で餃子を用意し、
供物を供え、紙銭を焼き、お辞儀した後、祖先の位牌を収める。大きな爆竹が三回鳴らされたら、
全村の男の人が香紙と爆竹を携えて列になりお墓参りし、祖先を家に送る。墓地まで道中も絶え
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ずに爆竹を鳴らすという［山曼 他 1990：10］。
中国は爆竹の故郷として、現在でも伝統であり続ける活力のある花火と爆竹産業を有している。

2005年、全国で花火と爆竹を生産する企業は7000軒を超え、販売する企業は14万軒もある。従
業員は150万人ある。花火と爆竹産業の生産高は約120億元に達した。とはいえ、2005年初頭に
国家質量監督検験総局が湖

ホゥ

南
ナン

省、江
ジアン

西
シィ

省、広
グアン

西
シィ

省など7つの花火と爆竹の生産・販売地に120の
企業の非輸出品種の120品種に対して行われた検査において、合格率はわずか56％であった。業
界祖師の李

リィ

畋
ティエン

の故郷といわれる湖
ホゥ

南
ナン

省の醴
リィ

陵
リィン

市では、「爆竹に爆死されても、餓死したくない」
という言い方あるぐらい、この伝統産業が当地の人々の生計にとって重要であることがわかる。
また、「花火と爆竹の郷」と呼ばれる 上

シャアン

栗
リィ

県では、花火と爆竹産業が全県の財政収入の80％を占
め、農民収入の52％はこの産業の由来である。そして、21世紀に入り、花火と爆竹は伝統文化と
して国家に重視され始めた。「瀏

リウ

陽
ヤン

花
ホア

炮
パオ

」という花火と爆竹のブランドは、2003年に「国家地理標
識保護製品」と選定され、2007年に国家工商総局に「馳

チ

名
ミン

（名高い）商標」と認定された。2011年に
その製造者である瀏

リウ

陽
ヤン

金
ジン

生
ション

花
ホア

炮
パオ

集団が「中華老字号」の称号を獲得した。2013年に「瀏
リウ

陽
ヤン

花
ホア

炮
パオ

」は
1071億元のブランドエクイティをもって「中国文化ブランド価値トップ200リスト」に載せられ、
当リストの工芸美術類のトップになった。国内だけでなく、中国で生産された花火と爆竹製品は
世界60以上の国と地区に輸出されている。
中国で花火を打ち上げ、爆竹を鳴らす行為は民間だけのことでない。歴代の統治者は国家の平
穏と民生の安泰を強調したり、各種の儀式や典礼で民衆と共に喜びを祝うとき、公に花火と爆竹
を使用していた。宋の時代に、皇帝はすでに花火祝賀会を用いて外国使者を歓待し、文武百官と
一同に鑑賞したといわれている。清の朝廷は外国来賓を招待するときにたびたび花火を打ち上げ
ていた。今日、国慶節、労働節や北

ベイ

京
ジィン

APEC会議の開幕・閉幕式などでは、美しい花火のパフォー
マンスは欠かせないといっていい。それは祝祭日ムードを際立たせ、主催者と一般大衆の喜びを
表現する意味に他ならない。
中国の典型的な伝統文化のひとつとして、花火と爆竹の目的は、最初の邪悪を追い払い、古い
ことを献辞することから、新年の喜びの雰囲気を増やし、新しい一年のいい生活を願うことに変
容した。そこからさらに進み、人々の日常生活に浸透し、より多くの複合的な意味あいを表すよ
うになっている。例えば、儀式のなかで区切りとしての役割である。喜びや祝福を表したり、特
殊の時刻を見守り、人々に物事の発生と完了を知らせたりする。したがって、冠婚葬祭の時、天
と祖先を祭る時、祭りや集会の時などに、爆竹が欠かせない。出産、家屋建築、車購入、建築物
の定礎式と落成式、大学入学、引越などを祝うときに、花火や爆竹が往々に使われる［秦公軒、趙祥、
徐宁 2014］。河

ホァ

南
ナン

省東部の西村で、爆竹の音は住民の結婚式の最初から最後まで響く。これによっ
てにぎやかで喜ぶ雰囲気を最大限に作り出す。結婚式の各プロセスに鳴らされる爆竹はそれぞれ
異なる意味あいを有している。結婚式の前夜の布団を敷く儀式で鳴らされる爆竹は魔除けと祝福
を表す。当日の朝の爆竹は、特殊の一日の始まりを表す。新婦を迎えに行く迎親隊（嫁迎え）が川・
橋・寺・墓地など場所を通るときに鳴らされる爆竹は、邪悪を追い出す意味である。新婦の家に
着くときに鳴らされる爆竹は、迎親隊の到着を告げる。迎親隊が新婦の家から出発するときに鳴
らされる爆竹は、新婦の家族と別れを告げることを表す。新婦を迎え、新郎の家に着くときに鳴
らされる爆竹は、魔除けと迎親の任務が順調に完了したことを意味する。拜堂するときに鳴らさ
れる爆竹は、新郎と新婦の人生の最も重要な時刻の到来を表し、婚礼の雰囲気をクライマックス
に到達させる役割を果たしている［尚会鵬 2000：23-24］。
その他に、腐敗官僚や村のごろつき・ちんぴらが逮捕されるとき、村民達は爆竹を鳴らして喜
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びを表す。このことの民俗的な意味をみると、「疫病神を送る」意味あいが含まれている。つまり、
良いこと、喜こばしいことの祝賀だけでなく、事故や他の不祥事に遭うときにも魔除けや祈りと
して爆竹が使われている。かつて広

グアン

東
ドォン

省の潮
チァオ

汕
シャン

市の農村地方と貴
グゥイ

州
ヂョウ

省の苗
ミャオ

族地域では、爆
竹を鳴らして謝る方法が存在していた。一部の苗族村落では、爆竹が村落を浄化する儀式の一環
として使われている［周星 2017：273-275］。
このように中国において、いつでも、どこでも、花火が打ち上げられ、爆竹が鳴らされている。
それだけでなく、花火と爆竹の使用にしばしば新しい民俗の発生が伴っている。例えば、2014年
5月20日の夜11時、江

ジアン

蘇
スゥ

省の沛
ペイ

県
シエン

の市内と周辺地域で突然爆竹が大量に鳴らされ、たちまち街中
に爆竹の音が聞こえ、ますます激しくなっていた。住民達はお互いにその理由を聞いたら、もし
母親が5月20日の夜12時前に息子のために1セットの爆竹を鳴らせば、息子が禍いから免れ、1年
間平安に過ごせるという言い方があるそうであった。この言い方は一種の噂（あるいはビジネス
宣伝）に近いが、依然として多くの住民が爆竹を鳴らした。その理由は、他の家が息子のために
鳴らしたから、自分も鳴らさなければならないからである［朱志庚、張建設 2014］。この現象は、
さらに都市部から農村へと拡大し、周辺に住む多くの村民も爆竹を購入して鳴らした。なぜ5月
20日に鳴らすというと、ネット用語の「520」の発音が「愛している」に似ているからである。類似
することは他にもある。2016年8月24日（旧暦7月23日）に、筆者は吉

ジィ

林
リン

省で似た状況に出会った。
午後5時過ぎに、北山公園から歩き出したら、たちまち周囲から一斉に爆竹の音を聞こえた。周
りに聞いたら、この日が「財神」の誕生日ということが分かった。商人たちは花火と爆竹を通して
「財神」の誕生日1 を祝っていた。しかしながら、このことについて訳が分からないと感じた市民
も少なくない。

2. 法律と民俗の力学―禁止から限定へ

伝統民俗としての花火と爆竹は現代社会と矛盾と調整の関係にある。このような関係は遅くて
も晩清の時代からすでに存在していた。晩清の政府である北洋新政は 天

ティエン

津
ジン

市を模範区にし、新
式の警察制度を設け、一部の社会習俗を「改良」の名義で干渉しようとしていた。1902年、 天

ティエン

津
ジン

市に治安維持を担当する巡警総局が設けられた。巡警総局は1907年2月3日に『大公報』で次のよう
な公告を公布した。「冬に入って以来、空気が乾燥し、新年が近づくにつれ、多くの人は花火を
打ち上げ、爆竹を鳴らしている。花火と爆竹が高く飛び上がり、その飛び火が落ちたら大きな被
害をもたらす。それゆえ、花火と爆竹の販売と使用は禁止にする。周囲に通知してください。父
が子に教え、兄が弟に教えてください。もし子や弟が犯したら、父と兄が賞罰を受ける。故意に
違反することは許さない」［巡警總局 1907］とある。おそらくこれは中国歴史上初の公的に公布
された都市で花火と爆竹の使用を禁止する政令であろう。それ以降、花火と爆竹を禁止するか否
かは中国社会各界が争論し続けた焦点的な話題になった。民国が設立された後、旧暦が新暦に変
更され、旧暦の新年が廃止になり、当時も花火と爆竹が禁止された。袁

ユエン

世
シー

凱
カイ

政府は巡回する監察
支隊を派遣し、民衆の春聯、花火や爆竹に関する行為を取り締まろうとした。しかしながら、こ
の禁止令はそう長く続けられなかった。当時の北

ベイ

京
ジィン

では、「爆竹を鳴らすことが本来ならば官庁
に禁止されたことだが、民国9年（1920）から、警察庁は突然これに対して放任主義の態度をとった。
その結果、どの家も年末になると競って爆竹を購入していた。新年の零時頃、爆竹の音は耳から
離れなかった」［胡朴安 1988：14］という。また、1928年に南

ナン

京
ジィン

政府も「旧暦新年」に関する娯楽、
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祭りおよび習俗的な装飾品や販売品などに対して厳しく統一的な指導と改良を行い、花火と爆竹
を含む年越し民俗を干渉しようとした［王秀豔 2017：61］。しかし、およそ1934年以後になると、
官民二元的・二重的な新年（すなわち春節と元旦）の存在を黙認した。
中華人民共和国が設立された後、政府は花火と爆竹に対して「民用爆発物」の関連規定に従って
管理していた。1980年代になると、中国において長年にわたって激動する「文化大革命」が収束し、
改革開放政策の下で全面的に現代化を推進する新しい時代に入った。中国の現代化建設は経済発
展を主軸にすると同時に「法により国を治める」方向に向いている。法律によって社会を管理する
方向に発展するうちに、1979年に地方の立法権が回復された。各地方の立法機関は民衆の爆竹な
ど習俗に対して制限あるいは禁止する法律を公布した。1984年、国務院は『民用爆発物管理条例』
を発布した。北

ベイ

京
ジィン

市は1986年12月1日に、北
ベイ

京
ジィン

市公安局が制定した『北
ベイ

京
ジィン

市花火と爆竹の安全
管理に関する暫定施行の規定』を発布した。当規定は安全を理由にして花火と爆竹を「危険物」と
して厳格に管理し、「段階的に制限し、最終目標は禁止する」との基本方針を明確にした。1987年
の北

ベイ

京
ジィン

市人民代表大会常務委員会第6次会議では、114名の代表が7つの議案を提出し、花火と爆
竹を重点的に制限もしくは禁止するよう提案した。彼らの理由は、花火と爆竹が製造・運輸・貯
蔵・使用される過程で、頻繁に事故を引き起こし2 、重大な生命と財産の損失をもたらすことと、
コストの低い年越しと習俗改良を主張することである［紀世倹 1994］。

1988年、 上
シャアン

海
ハイ

市は全国を先駆けて花火と爆竹の「禁止令」を実施した。その後すぐ深圳市、珠
ヂュウ

海
ハイ

市と広
グアン

州
ヂョウ

市も同様な政令を実施した。1992年3月19日、広
グアン

州
ヂョウ

市の人民代表大会は『広
グアン

州
ヂョウ

市
花火と爆竹の販売と使用に関する規定』を発布し、越

ユエ

秀
シウ

区など8つの区内ですべての団体と個人に
よる花火と爆竹の使用を禁止した。1993年の春節後、北

ベイ

京
ジィン

市で308人の人民代表大会代表と政
治協商会議委員があいついで花火と爆竹を厳禁する法律の成立を求めて提案した。当時北

ベイ

京
ジィン

市
政府が実施した調査によると、80％の市民は禁止に賛同したという。また、北

ベイ

京
ジィン

市人民代表大
会常務委員会は、起草した規定（草案）を予想外に新聞に載せ、市民に公開し、意見を求めた。市
民からのフィードバックは賛成が「圧倒的に」多かった。その後、1993年10月12日に北

ベイ

京
ジィン

市第10
回人民代表大会常務委員会第6次会議において、地方法律である『北

ベイ

京
ジィン

市花火と爆竹の販売と使
用の禁止に関する規定』が議論・採択された。この規定は1993年12月1日から有効になり、市内8
つの区内で花火と爆竹の使用を全面的に禁止した。一方、農村地方と遠郊外の県には影響は及ば
ない。北

ベイ

京
ジィン

市の禁止令の公布は 上
シャアン

海
ハイ

市と広
グアン

州
ヂョウ

市などの都市より遅れ、後者に影響されたにも
かかわらず、北

ベイ

京
ジィン

の首都としての地位が全国の他の都市にとって模範としての影響力が強かった。
その後、全国の大、中、小都市は競って北

ベイ

京
ジィン

を模倣した。統計によると、2006年末まで、全国
で280の都市が行政・法律手段、または地方立法などの方法を通して花火と爆竹に対して異なる
程度の禁止政策を実施した3 。まさに、全国規模の「禁止」ブームが発生した。

1994年、北
ベイ

京
ジィン

市では、和気藹々で安らかで静かな春節を過ごしたといわれる。1994年から
2000年までに北

ベイ

京
ジィン

の関連指標（火災の頻度と回数、財産損失額、負傷死亡人数、騒音デシベル数、
違法行為数、処罰を受けた人数）が大幅に減少したことから見ると、花火と爆竹の禁止令は成功
したと言える［馮玉軍 2006：521-57］。それと同時に、1994年の北

ベイ

京
ジィン

市の春節市場には、灯篭、
風船、切り紙、吊り装飾、年画などお祭り気分を高める商品の売れ行きがよくなった。その中に
特に注目すべきなのはプラスチック製あるいは紙質の「偽爆竹」と呼ばれる商品である。民俗学の
立場から見ると、これらの祝祭日装飾商品の売れ行きがよくなった現象は、花火と爆竹の禁止と
構造的な関係性がある。つまり、同一機能（ここはお祭り気分を際立つ機能）の一群の民俗文化の
「事象」の中に、ある一つの事象が消失すれば、他の事象が消失した事象の役割を分担する。これ
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によって、新しい組み合わせや構造が形成され、時代の推移による民俗生活の変容に対する要求
が満たされる。春節市場で見られる吉祥商品の売れ行きのよさは、都市民俗の花火と爆竹の禁止
に対する反応もしくは調整であると見なしてよい。もちろん、それ以外の可能性も存在する。直
接的・間接的な新しい代替物が作り出され、消失中の要素による空きを補完する。前例の偽爆竹
も爆竹代替物の一種として新しい民俗を生み出している。例えば、1994年の春節の前に広

グアン

州
ヂョウ

市
の市場では、「ハッピー色絹」（「狂う銃」とも呼ばれている）という商品が非常に売れた。この商
品は高分子、樹脂、相溶化剤、投射物と噴霧器から構成され、環境にも優しく、人の体にも害の
ない、理想的な「爆竹代替物」と言える。1950年から1960年代頃に欧米の市場に出現し、現在中
国に輸入され、爆竹が禁止された後に人々の祝祭日の雰囲気に対する心理的な需要を満たした。
しかし、すべての代替物が人々に受け入れられるとは限らない。例えば、部屋に多くの風船を置
き、踏んで爆発させ、音を聞くというやり方はそう長く続かなかった。また、爆竹が禁止された後、
北
ベイ

京
ジィン

市では「爆竹録音」という商品が一時発売されていたが、この代替商品を販売する新華書店
が政府の規定を違反した理由で取り締まりを受けた。
しかし、好事魔多しと言われるように、1998年の春節から、花火と爆竹の違法使用が急増しつ

づけた。毎年春節になると、警察と市民の間に花火と爆竹の使用と禁止をめぐっていたちごっご
のような現象が起こされていた。メディアは「年越しする方法は一つに拘らず、他にも多種多様
にある」［王玉田、王全福 1998］と宣伝していたと同時に、爆竹のない春節はお祭り気分が足り
ないことも認めている。北

ベイ

京
ジィン

市が1993年に禁止令が公布される前に実施したアンケート調査は、
主に中高年層と定年離職者を対象にした結果、花火と爆竹に対する使用欲が高い青年層を軽視し
たため、民意の意見が一定のずれを引き起こした。
実際に、この禁止令は実施当初から多くの分岐・争論・疑問をもたらした。これに対して失望
と不満を感じ、さらに、故意に爆竹を鳴らすことを通して抵抗を訴える市民が数多くいた。1999
年から2004年まで、毎年の春節に大規模な違反行為が行われていた。地方政府は「禁止令」の法的
権威性を維持するため、大量の人的、物的、財政的資源を投入しなければならなかった。北

ベイ

京
ジィン

市では、除夜になると、警察が全員出動し、各団地の住民委員会も動員されて取り締まる活動に
参加し、さらに、テレビ、新聞、ラジオなどマスメディアが呼びかけ続けたにもかかわらず、全
市の所々に花火が打ちあげられ、爆竹が鳴らされていた。2005年の春節に北

ベイ

京
ジィン

市では13万人の
監督員と680台以上の自動車が動員され、公安部を長とした多部門が連携し、道路や街角で厳格
な監視を行った。それでも花火と爆竹の違法使用によって行政処罰された市民は252人いた。市
民がこれほど断固に使用禁止区域で花火と爆竹を使用したがる理由の中で、最も言及されたのが、
爆竹を鳴らさないと「年越しの味」訳注8がないということである。さらに、違反行為に対する処罰
はそれほど抑止力を持たない。市民が花火と爆竹を違法使用したことによって罰金もしくは拘束
されても、法の執行部門は大晦日という特殊な性質を考慮し、ほとんどの拘束者を解放し、まず
家に帰らせて年越しさせる傾向にある。そうしないと、薄情すぎると見られる可能性が高い。そ
の結果、違反者が多すぎて処罰しがたいという窮する状況に陥り、政府は対応に苦難した。厳格
に法律に基づいて花火と爆竹の使用を取り締まれば、地方政府が負担できないほど膨大な法律執
行のコストを投入しなければならない。一方、市民の違反行為を無視すれば、法律の権威性と政
府の威信が大幅に低下するに違いない。また、少し厳しくこの法律を執行すれば、大晦日の拘置
所に拘束者がいっぱいになる。つまり、地方政府が執行できない法律を可決したといえる。政府
は民衆の協力しない感情、抵抗する感情、そして、法律によって普遍性のある民俗を変える困難
さを過小評価した。この禁止令に関して、北

ベイ

京
ジィン

市人民代表大会の立法プロセスには大きな欠点
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がないが、事前の民意調査と専門家の意見を徴することにはいささか粗末感が感じられる。基本
的な民意の方向性が正確に捉えられたとは言いにくい。
使用禁止期間全体を通して、民間から反対の声が断たなかった。とはいえ、これらの声は官製
メディアに載せられることは殆どなく、事実上、政府に対する圧力にならなかった。しかしながら、
1990年代後期からインターネットの高速な発展によって中国の世論環境に構造的な変化が起こっ
た。毎年春節になると、花火と爆竹の禁止令に対する異論が湧きあがっている。また、伝統的な
祝祭日の文化的価値が1990年代以降、ますます中国人が自己の文化的自覚と主体性を強調すると
きに使われるようになった。そのなかで、花火と爆竹の禁止によって春節の「年越しの味」がなく
なったという言い方が普及し、不満が増え続けていった。2005年北

ベイ

京
ジィン

市社会情勢と民意調査セ
ンターのサンプリング調査によると、6000名の調査を受けた市民のうち、約8割以上の市民が禁
止令の解除に賛同した。このような民意を基礎に、2005年9月9日に北

ベイ

京
ジィン

市第12回人民代表大会
常務委員会第22回会議では『北

ベイ

京
ジィン

市花火と爆竹の安全管理に関する規定』が可決され、禁止政策
が「三つの限定」と呼ばれる政策に変更された。すなわち、限定的な時間に、限定的な場所で、安
全だと認められる限定的な花火と爆竹商品の使用だけが認められる。2005年12月1日から実施し
たこの新規定は、「禁止地域」（燃えやすく爆発しやすい危険な場所、交通上重要な場所、党と政
府機関の駐在所、軍事施設、文物保護部門など）、「限定地域」（五環路（第五環状道路）以内では
大晦日から正月1日および正月2日から15日の7時から24時は使用可能で、他の時間は使用禁止と
なる）と「許可地域」（五環路以外の地域は使用可能であるが、各区・県の政府は自らの状況によっ
て限定地域を指定できる）という3種の地域を区切った。禁止区が以前の8つの区域から五環路以
内の地区に縮小された［郭暁宇 2005］。2006年1月、国務院は『花火と爆竹の安全管理に関する条
例』を公布した。その第28条は、県以上の地方政府が当地の状況に応じて花火と爆竹の使用を制
限または禁止する時間・場所・種類を制限できると規定した。また、第30条は、使用禁止になる
7種の場所を規定した。これらの規定は北

ベイ

京
ジィン

市の関連政策を全面的に支持し、全国の爆竹の管理
にとっても指針的な意味合いがある。
北
ベイ

京
ジィン

の禁止政策が解かれる前に、すでに瀋
チェン

陽
アァン

やハルビンなどの都市が禁止令を解除したが、
なお北

ベイ

京
ジィン

の解禁は全国の指針になり、その後全国約100の都市が相次いで花火と爆竹の全面禁止
政策を解除し、または、世論を尊重し、民俗を擁護するという理由で徐々に関連規定を緩和した
［於樵 2005］。これほど多くの都市が一斉に禁止政策から限定政策へ変更したことは、逆に以前
の地方立法において民俗習慣に対して法律実施の影響力が十分に考慮されず、最終的には遵守さ
れず、「無効供給」になったことを証明した。事実、中国で年越しを含む伝統文化は封建主義や後
進的で無価値のものだと見なされ、長い間抑圧されてきた。さらに、文化大革命の時、「革命化」
された春節を過ごさなければならなかった。改革開放以後、伝統文化が次第に再評価され、政府
の民俗に対する管理も徐々に緩やかになった。春節の「年越しの味」を求めるのもますます正当化
された。つまり、国家と社会、公の権力と民意、法律と民俗の力学の中で、政府は禁止政策を出
したが、禁止しきれない窮屈な状況に陥るため［黃淑敏 2007］、譲歩をしなければならなくなり、
限定政策に変更したといえる。
花火と爆竹の使用の解禁は、これをめぐる法律と民俗、政府と市民の緊張関係を大幅に緩和し、
関連する争論も収束させた。しかし、解禁したとはいえ、市民がいつでも、どこでも、花火と爆
竹を使用できるわけではなかった。全国各地で「禁止から限定」の政策変更の具体的な規定は、各
都市によって異なっている。例えば、春節期間中、杭州市では、大晦日、正月1日、5日及び15日
という4日間に限って使用できる。南

ナン

京
ジィン

市は、大晦日、正月1日、5日、15日という4日間に全日
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使用可能で、正月2日から4日、6日から8日という6日間は10時から22時だけ使用可能で、9日か
ら14日という6日間は全日禁止と規定している。鄭

ヂョン

州
ヂョウ

市は、大晦日から正月1日全日、2日から
16日の7時から24時に使用可能と規定している。政府側の立場から見ると、限定政策は市民の春
節に花火と爆竹を使用するニーズを満たせるはずだが、解禁後の「リバウンド」であるかのように、
北
ベイ

京
ジィン

と多くの都市ではこの数年間に「限定使用」の改革は順調に進んでいなかった。
第一に、限定使用の規定を違反する行為は完全に消失できず、政府の法律執行部門を困らせ続
けていた。多くの市民は爆竹を鳴らすために、わざわざ使用可能地域まで移動することを拒み、
近所で随時鳴らした。この現象は非常に普遍的で、全市の至る所で爆竹が鳴らされ、限定区の設
置は名ばかりの存在になった。もし違法行為を一つ一つ取り締まろうとしたら、そのコストが高
すぎる。つまり、禁止から限定へ政策を変え、政府は一歩譲ったが、「民俗」はそれで満足できた
のではなかった。民衆の規定を超えた行為は地方政府の社会管理の「難題」になった。
第二に、市民が花火と爆竹を使用する時、比較的大規模で、持続時間が長い、威力と音が大き
い商品を使用する傾向がある。継続的な経済発展によって広範な大衆は「小康」で裕福な生活を実
現した。多くの市民は往々にしてより良い未来への願いを春節で爆竹を鳴らすのに託している。
そのなかでも、一部比較的に裕福な市民は誇示するように花火と爆竹を使用した。彼らは何とい
うことなしに爆竹の音の大きさ、飛び上がる高さ、持続時間の長さを互いに比べることによって
自らの立派さを顕示している。以前、爆竹を鳴らすことはあくまで象徴的な行為であったが、現
在は誇張された高消費行為になった。その結果、安全性や環境問題（騒音公害、大気汚染、廃棄
物の増加）など過去に繰り返し批判されてきた「問題」がもう一度前面にでてきた。
第三に、年越し民俗の復活と再現により、花火と爆竹を使用する行為が民俗表象の一つとして
強調された。例えば、一部の都市では、大晦日、正月1日、5日と15日という各都市の「限定」政策
に許された時期以外に、7日や8日など年越し期間後の最初の営業日にも、「開門砲」「開門爆竹」「吉
祥爆竹」などを鳴らすいう新しい民俗が誕生した。「縁起がいい」「幸運」「門を開いたら商売繁栄
になる」などの意味合いが含まれている。「開門砲」というのは過去の民俗文化に全く根拠がない
わけではないが、現在年越し期間後の最初の営業日に「開門砲」を鳴らすことは、道路沿いの店舗
や民間自営業者など以外にも、多くの公の組織と機関も参加することとなった。そのなかにひそ
かにお互いに比べて誇示する消費も存在している。従って、近年、石

シー

家
ジア

荘
ヂュアン

市、杭
ハァン

州
ヂョウ

市、南
ナン

京
ジィン

市、瀋
シェン

陽
ヤン

市などの都市で「開門砲」を鳴らすことが禁止されるようになった［張世豪 2014; 甯公宣、
邢媛媛 2014; 文靜 2011; 王立軍 2014; 呉佳蔚、陳福 2014］。
意外にも、世論と民意は早いうちにまた新しい劇的な変化を遂げた。2009年2月9日に新しい

CCTVビルの北側の別館や、2011年2月3日の深夜に瀋
シェン

陽
ヤン

市の皇
ホアン

朝
チァオ

万
ワン

鑫
シン

国際ビルで大規模火災が
発生し、また2013年に全国多くの大・中都市を包んだスモッグが春節の花火と爆竹の過度な使用
により、よりひどくなった。以上のような公共利益に影響を及ぼした「事件」は、全社会において
広く注目され、花火と爆竹の禁止を要求する世論の声が強くなった。それと同時に、多くの都市
は「限定」政策を維持しているが、厳しく禁止する方向に傾いた新しい規定を数多く公布した。北

ベイ

京
ジィン

はスモッグ対策として緊急規定を制定した。春節期間中、空気が重度汚染によって赤とオレン
ジの警報が公布される時、全市範囲内の爆竹の使用が禁止となる。研究によると、法律執行のコ
ストを減少するために「禁止から限定」へ政策を変更したが、「限定」に変わった後、法律執行のコ
ストがむしろ予想に反して上昇した。さらに、傷害問題と環境問題が再び強調されるようになっ
た。そのため、一部の都市は再び禁止政策に転じた。例えば、2015年、南

ナン

京
ジィン

市は『南
ナン

京
ジィン

市にお
ける花火と爆竹の禁止に関する規定』を公布し、再び禁止政策に転じた［何雨田 2017］。2017年12



42

月1日、北
ベイ

京
ジィン

市人民代表大会常務委員会は『北
ベイ

京
ジィン

市における花火と爆竹の安全管理に関する規定』
の修正案を可決し、五環路以内で「限定から禁止」（つまり、花火と爆竹の販売と使用を禁止する）
へと政策を変更すると決定した。五環路以外の地区（五環路を含まない）では、各管轄の区政府が
公共安全と公共利益のニーズに応じて禁止と限定区を設置できる。以上の地区以外では、市民は
花火と爆竹を使用できる。花火と爆竹の使用限定区では、大晦日から正月1日、2日から15日の毎
日の7時から24時に限り使用可能で、他の時間帯に使用が禁止とされている。

3. 公共性と伝統文化−花火や爆竹をめぐる社会論争

「禁止から限定」の政策を実施して十数年以来、禁止を求める声が再び湧きあがっている。つま
り、中国社会はこの問題に対して合意に達したとは到底言えない［丁永勳 2011］。禁止論が再び
立ち上がる理由として、まずは環境とくに空気と騒音の汚染問題が大きい。また、これまでに存
在していた安全性への懸念も各地の都市化プロセスの大幅な進展によってクローズアップされ
た。しかし、禁止論の再出現につれ、それを反論する反禁止論も影のように寄り添って離れない。
このように、前より大規模で深い論争を伴う新たな社会討論が行われた。春節に花火を打ち上げ、
爆竹を鳴らすという千年以上続いた伝統の行方は再び中国社会の焦点問題になった［甯迪、陳薈
宇、高暁東 2014］。インターネット言説を含む関連する言説を整理すれば、主に以下で示すよう
な三つの立場がある。鋭く対立する観点もあれば、お互いに同意する部分も存在する。

①禁止派・民俗改革派
「禁止派」は花火と爆竹の使用を禁止し、生命と生活環境を大事するにすることが、今の時代の
流れだと考えている。彼らは爆竹の民俗を厳しく批判することを通して、世論の方向性と政府の
政策に圧力と影響をあたえようとしている。彼らにとって、かつての農耕社会から生まれた「民俗」
が、人口密度が増加し続けている都市に適していないため、任意に発展すべきではない。とくに、
21世紀に入り、毎年春節になると、花火と爆竹が原因となる数多くのネガティブニュースが報道
されている。緊急火災警報が頻繁に鳴り、消防士たちは疲弊している。無数の市民はひどい騒音
によって一晩中眠れない。煙は都市のスモッグをひどくさせている。傷害事故が数多く発生し、
悲劇を引き起こしている。交通渋滞もひどく、またゴミも増加している。春節の都市は花火と爆
竹によって作り出した「環境暴力」に陥り、都市にいるすべての人が文化と伝統の名義の下で、花
火と爆竹による快感的な論理とカーニバルのような雰囲気の下で暮らすことを強要されると批判
する声がある［曹林 2011］。それだけでなく、爆竹を鳴らす名目は増え続けている。旧暦12月23
日から正月15日まで、爆竹はほぼ毎日任意の名目で鳴らされている。さらに、食事する前に廊下
で爆竹を鳴らす人や夜中に好き勝手に鳴らす人がいる。爆竹を楽しむ人は周囲の住民の気持ちを
まったく考慮しておらず、他人の自由と公共の利益を害している［王琳 2011］。要するに、大中
都市のなかで花火と爆竹を使用することがもたらしたのが、祝祭日の喜びのムードより、無数の
迷惑、苛立ち、傷害と恐怖であった。禁放派はよく空気の観測データ、騒音汚染観測データ、傷
害死亡事故データ、火災緊急出動データ、大量なゴミのデータ等オフィシャルデータを彼らの主
張の証拠にしている。
禁放派から見ると、爆竹を鳴らすことは現代社会で共存することができず、現代とはしっくり
こない「旧民俗」もしくは「悪俗」「陋俗」になったため、「新民俗」に置き換えられなければならない。
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実際に春節の民俗はいかに神聖のように見えても、時代の発展とともに絶えずに変容している。
例えば、昔は家で年越しするのが一般であったが、現在は外に出て旅行して年越しする人が多い。
また、昔は親戚や友達などの家を訪問して新年の祝賀をしていたが、現在は電話やSNSで祝賀す
るのが普通である。禁放派は「年越しの味」を爆竹と無理やりに結びつける論調を「思考の足りな
い認識」と批判し、爆竹業界の利益に影響されていると指摘している。彼らは、年越しするには
多種多様な方法があると強調する。例えば、親戚や友人を訪問したり、対聯を張ったり、灯篭を
掛けたり、縁日で遊んだり、さらに「電子爆竹」を選択する人もいる。様々な問題を起こす花火や
爆竹がなくても、春節は依然として喜ばしい雰囲気の中で過ごすことができる。爆竹は確かに伝
統の一つであるが、科学がまだ高度に発展していなかった時代の産物に過ぎず、冷静に考えれば、
現代社会においてむしろネガティブの側面のほうが多いとわかる。
春節に花火と爆竹を使用することに否定的な態度をとる人々のなかには、この伝統にある程度
の理解を示し、徐々に制限し、いつか禁止に達すると主張している人もいる。それに対して、す
ぐ厳しく禁止すべきだと急進的な主張をする人もいる。彼らは花火と爆竹の前近代性を批判する
だけでなく、人口密度が高い都市で大規模に爆竹を鳴らすことから、一部の国民の利己的で、盲
目で、いい加減と空威張りの性質が見えると指摘している。この現象が「民俗」の形で表れ、同時
に「限定」政策の規定を違反する人がこれほど多いため、この問題を「国民性」と繋げて批判する人
もいる。一方、このような「国民性」批判もまた多くの反感を呼んだ。

②禁止反対派・伝統堅守派
「禁止反対派」は花火と爆竹を一気に禁止することが、数千年の伝統を破壊するため心理的な抵
抗があると主張する。とくに、花火を打ち上げて爆竹を鳴らすことを封建時代の陋習と見なす考
え方に強く反対している。禁止反対派にとって、花火と爆竹は中国古代の「四大発明」の一つであ
る火薬の民俗の伝承形態であり、そのなかに精神的な側面と感情的な側面において無数の民俗文
化の要素を含むと考えている。春節に花火と爆竹を使用することは中国人にとって不可欠な祝い
の形式であると主張している。
「禁止反対派」はしばしば「民俗文化を尊重し、花火芸術を伝承する」ことを要求する公の文書を
引用している［河北省煙花爆竹行業協会 2017］。例えば、中国共産党中央弁公庁と国務院弁公庁
の『中華優秀伝統文化の伝承のプロジェクトに関する意見』は「中華優秀伝統文化」の伝承に対して
制度的な方策を打ち出すことを要求し、中華医薬、中華料理、中華武術、中華典籍、中国文物、
中国園林、中国祝祭日など中華伝統文化の代表的な項目を海外に宣伝することを支持し、中華文
化の特色を体現できる競争力のある文化製品を国際市場へ輸出することを支持している。花火と
爆竹はまさに中華優秀伝統文化のひとつであり、中国の伝統を表象する文化製品でもあるため、
国際市場において人気がある。国務院が2016年に公布した消費品基準と品質向上計画（2016年～
2020年）は、伝統文化製品が文房四宝訳注9と花火と爆竹を含むと明示している。中央宣伝部、中央
文明弁公室、教育部、民政部と文化部が2005年6月に連携で公布した『伝統祝祭日を利用し民族文
化の優秀な伝統を更に発展させることに関する意見』も非常に重要な根拠である。春節が中国で
最も大規模で重要な伝統祝祭日であるため、その文化価値には花火と爆竹と関連する民俗が欠か
せない。なぜ「禁止令」が失敗したかというと、爆竹の民俗の背に民族アイデンティティというニー
ズが深く潜んでいるからだと主張する人がいる［肖敏 2008］。また、近年、中国で流行っている
非物質文化遺産（無形文化遺産）保護運動も禁止反対派にとって有利なことである。北

ベイ

京
ジィン

市の「禁
止から限定」の法律変更を「非物質文化遺産の勝利」と唱える人もいる［田青 2006］。また、花火と



44

爆竹は中国において歴史の長い伝統産業であり、多くの利益関係者が関わっていることも軽視で
きない。その従事者、業界の協会および所属する地方政府の人々は殆ど禁止反対派もしくは花火
と爆竹の支持者である。
禁止反対派は、禁止派が発した花火と爆竹に対する非難に一つ一つ反論した。まず、空気汚染
の真の原因は瞬時的な爆竹の使用よりも、自動車の排気と工業の二酸化炭素排出であると指摘し
た。そして、騒音、安全と浪費などの問題に対して、それが中国特有の祝いの形式であり、花火
と爆竹の特徴がまさにその硝煙の匂い、火花と巨大な音であると反論した。中国人はそれらを通
して年越しのムードと祝福を表現し、にぎやかな雰囲気を作り上げ、爆竹の音を多くの人々の耳
に届け、一体的な興奮感を生じる。世界の他の多くの民俗のカーニバルでも類似する問題が発生
するのと同様に、中国の花火と爆竹を使うカーニバルもある程度の代償は避け難い。数少ない全
国民的の祝いの形式の一つとして、花火と爆竹は製作が容易で、コストが低いため、どの家でも
使用でき、だれからも好かれる。よってすべての人が平等に祝祭日を楽しめる民族形式であると
言える。この伝統はより大切にし、伝承すべきだと主張している。さらに、立法で伝統祝祭日を
保護する観点から、花火を打ち上げ爆竹を鳴らすということの民俗文化の意義を強調し、年越し
の習俗及び爆竹を鳴らすことを「民俗文化遺産」として法律上の保護が必要だと主張する学者も
いる。この保護について「禁止」と「許可」の間に適切なバランスをとる重要性が強調された［宋才
發 2006］。禁止反対派の根拠のなかに、爆竹を鳴らすという民俗文化の意義を強調する際、もっ
ともよく見られ、共感を受けやすいのは「年越しの味」という説である。春節の爆竹習俗に肯定的
な意見も持つ多くの人は、子供の頃の田舎の記憶に依拠している。彼らはそれを現在の気持ち
と対比し、爆竹のない春節は「年越しの味」がないと考えて寂しく思っている。この感性的な理由
は、ある程度、現在中国社会のノスタルジアが流行っている雰囲気と密接に関連している［周星 
2017a］。

③折衷派・管理強化派と民俗改良派
上記の二種の相反する意見から離れ、より多くの人数と建設的な意見を持つのは「折衷派」であ
る。彼らは、花火と爆竹に民俗的価値と伝承性があるため、すぐには禁止できないし、一気に全
面禁止することもよろしくないと主張していると同時に、人口密度の高い都市で花火と爆竹を使
用すると厳しい社会問題をもたらすことも認めている。従って、彼らは折衷的な態度をとり、条
件付きの使用、すなわち「限定」使用を支持する。法律の容認範囲で市民は花火と爆竹を使用する
権利があると主張する。実際に、花火と爆竹を否定する禁止派と花火と爆竹を肯定する反禁止派
のなかでも、非常に急進的あるいは絶対的な人を除いて、多くの人は折衷派の意見に近づいてい
る。前者にとってどれだけ嫌いといっても、毎年の事実から見ると「限定」使用のほうがより実行
性が高い。後者にとってどれだけ好きだといっても、これほど多くのネガティブなデータと事実
を否定できない。また、市民にも必要な限定条件に賛同し、より合理的に、文明的に、控えめに
爆竹を鳴らすことを望んでいる。折衷派の意見をまとめれば、主に政府の管理の強化を求めるの
と市民に徐々にその民俗を改良することを望むという二つの方向性がある。従って、管理強化派
あるいは民俗改良派と呼んでもいい。
政府に管理強化を求める人は、主に以下の意見を持っている。第一に、生産の源から問題の解
決策を探っている。例えば、煙と爆裂音が減少した花火と爆竹製品を生産すること、爆竹に関す
る環境保護基準を上げ爆竹製品の環境保護と安全性の指数を高めること、そして、できるだけ早
く伝統型の爆竹を淘汰することなどが挙げられている。同時に、関係部門にデジタル爆竹、デジ
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タル花火や「空気爆竹」等代替製品の開発を要求している［史林靜 2015］。より低炭素で安全性の
高い製品で伝統型の花火と爆竹を代替し、市民の「年越しの味」を求める感情を満足させると同時
に、安全性と環境保護も確保する。現在、中国政府は主に安全性を配慮した上で花火と爆竹を管
理している。1999年12月には『花火と爆竹の安全管理に関する通知』が公布された。また、国務院
弁公庁が公布した一連のファイルは「拉炮」「摔炮」「土火箭」「地老鼠」など危険品種の花火と爆
竹製品の生産と使用を明確に禁止した。2013年以来、花火と爆竹業界に向けて多数回多数項目の
国家基準を公布し、花火と爆竹の規格、薬量などを明確に規定し、一部の危険な原材料を禁止した。
近年、北

ベイ

京
ジィン

市花火弁公室は花火を経営する企業に各自の製品のなかに必ず10％から20％の環境
保護型の製品を投入することを要求した。明らかに、現在は安全意識だけでなく、環境意識も注
目する必要が高まっている。高い基準に基づいた環境保護型の製品を広くラインナップし、普及
させる必要がある。第二に、正確に民意を把握し、地方立法で花火と爆竹の使用行為を制限・管理・
指導などの方法を通して規範化する。例えば、禁止区と限定区を区切り、人口密度の高い都市中
心部、商業部と住宅区での使用を禁止し、同時にいくつかの広場、公園、そして居住区や都市中
心部から遠く離れた地区で集中的に使用することを許可する。第三に、地方政府あるいは社会公
共団体が大規模な市民花火大会やライトアップショーを開催し、市民に祝祭日の喜びのムードを
共有できる機会を提供し、家族単位で花火と爆竹を使用する動機を減少させる。もちろん、ここ
では高い環境保護基準の下で作った製品（煙のない花火や冷光花火等）を使う。第四に、宣伝と指
導を通して市民の花火と爆竹を使用する行為を文明化する。例えば、北

ベイ

京
ジィン

市は春節期間に「花火
と爆竹の使用に関する気象指数」を公布し、市民に花火と爆竹を使用するときに環境問題を考慮
するように求めている。また、警察は春節前に市民に向けて、法を守り、安全かつ文明的に花火
と爆竹を使用する注意事項を公布している［石嶠、張秀鳳、志安 2014］。
民俗を改良しようとする意見は、主に花火と爆竹の使用方法の改善について議論した。花火と
爆竹は民俗的正当性があるとはいえ、市民は法律と法規が定めた「限定使用」の条件を守ると同時
に、使用方法を調整・改良しなければならない［瓜田 2011］。例えば、公式に認定された店舗で
商品の外装に「普通花火爆竹標識コード」を張ってある「個人使用製品」を買うこと。高いデシベル
の騒音を出す爆竹を買わないこと。大量に過度に鳴らさないこと。大晦日以外に夜中に使用しな
いこと。建築物内（屋上やベランダを含む）で使用しないこと。無暗に爆竹を投げて通行人を驚か
せる行為はしないこと。通行人と車両の安全通行を邪魔しないこと。使用する前に丁寧に製品の
外装に書いてある注意事項を読むこと。未成年が使用するときは必ず保護者もしくは他の成人が
いること。使用後は早めにゴミを清掃すること。火災を発見したら早く水かけなどの処理をして
消防に通報すること。要するに、花火と爆竹は伝統習俗として尊重されるべきであるが、市民は
公民としての責任意識をもって、他人と公共利益を尊重し、より「文明的」に花火と爆竹を使用す
る方法を勉強すべきである［莊電一 2011; 呂暁勳 2015］。
以上、花火と爆竹に関する意見は、それぞれ一理があって証拠があり、暫くは統一的な結論に
達しにくい。一般的に言えば、医療、環境保護、公安、法律などの領域の専門家はより禁止する
ほうに向いている。そして、文化、芸術、教育などの領域の専門家はより禁止を反対するほうに
向いている。以前の争論の状況と異なり、現在より広く公正なプラットフォームがインターネッ
トによって形成されつつあり、どの意見も公表するスペースを設けている。一方、新聞、雑誌、
ラジオおよびテレビ等伝統的なメディアは、この問題について以前と比べてより中立的な立場に
なり、様々な意見が発表できるように尽力している。この争論は公益と民意の問題に関連するだ
けでなく、民俗伝統と価値観の問題にまで及ぶため、現代中国社会の典型的な問題になっている
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と言える。シリアスな公共性の話題として、この議論も市民社会、公共空間と公共政策などの問
題と密接に関連している［徐立凡 2015; 朱四倍 2011］。従って、議論のなかに政府に対して賛同
もしくは批判が含まれている。例えば、適時に公布された「禁止から限定」の政策変更が、政府が
管理統治の行政からサービスの行政へ、コントロール型のガバナンスからサービス型のガバナン
スへ転換する証であるとのコメントがある［鄒東升、馮清華 2006］。しかし、より一般的な見方は、
以下のようである。政府がやるべきことは、具体的な習俗の生存と廃棄に足を踏み入れることで
はなく、様々異なる意見が公開発表できる公共空間を確保することである。そして、多くの意見
と妥協のバランスをとった最大民意に基づいて法律や規定を定め、表面に現われない災害や危険
を取り除きながら、花火と爆竹の限定的な使用と安全・環境との関係をうまく構築すべきだとい
う意見である［宋才發 2006］。地方の立法に関しては、立法の目的と法律実行のコストのバラン
スをとること、立法に関する公聴制度を整えること、伝統民俗に対して立法する時により慎重な
態度が必要であること、性急な立法、盲目な立法、風潮に合わせた立法を克服することが強調され、
段階的に立法の水準を高めることが望まれている［劉惠榮、尚志龍、劉居豔 2004］。

4. 敏感に反応しながら研究が停滞する民俗学

いまでも、花火と爆竹に関する争論は主に大中都市で繰り広げられている。農村地方で春節に
爆竹を鳴らすことは一般的に問題視されていないし、禁止や限定政策も見当たらない。現在国民
の半数以上が都市で生活しているという背景の下に、爆竹など農村社会で問題視されていない伝
統民俗が都市において際立った課題になっている。毎年春節前後になると、大晦日と正月1日に
男方と女方のどちらの家で一家団らんするか等意見が分かれる話題と同様に、花火と爆竹を禁止
すべきか否かに関しても、大きな社会的な分岐がつねに存在している。知り合い社会である農村
では、爆竹の民俗が広く村民たちに知られ、殆ど疑われることはない。稀に火災や怪我等想定外
の事故が発生したとしても、運が悪いと解釈される等別の方法を通して、このような発生率の低
い不祥事を厄払ったり薄めたりしている。農村社会では情報が発達していないため、個別の事故
は一般的に春節の和気藹々の喜びのムードに影響しない。また、前近代の伝統都市の中でも、花
火と爆竹は大きな社会問題にならなかった。むしろ祝祭日に集中的な時間帯や特定の場所に大規
模に打ち上げる花火は、「火樹銀花」と呼ばれる煌びやかな風景になり、これを楽しむ市民の印象
深い思い出になり、人々が経験した「年越しの味」の一部になった。
今日都市において、春節の花火と爆竹を禁止するか否かという課題は、根本的にいうと、近代
化・都市化の背景の下で生まれた新しい問題である。伝統民俗は近代化・都市化のプロセスにお
いてしばしば禁止派が責めたように「陋習」と呼ばれる運命に陥る。一方、現実には多くの場所で
禁止政策の実行が難航している。それは「爆竹の音が聞こえない年越しは年越しではない」という
「伝統」に反したからだ。文化を継続・伝承するという観点から見れば、公権力は一部の伝統に対
して尊敬と許容を保持する必要がある。従って、春節に花火と爆竹を使用する行為を容易に全面
禁止すべきではない。これに対して、安全性と公共利益の観点から見れば、政府は無暗に花火と
爆竹を使用する行為を放任するわけにはいかない。従って、公権力が適度に介入して制限する、
すなわち、実行性のある法律や規定を通して関連の行為を規範化する必要がある。つまり、「法
律と民俗」の関係性の問題である。いかに法律と民俗の競い合いの中で「ウィンウィン」、すなわち、
基本的な民意に依拠しながら伝統民俗の価値を尊重し、そして、公共管理の目標を達成すると同
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時に過大な法律実行のコストを増やさないという局面を達成できるか。それは各方面の意見と利
益を配慮しながら、必要な妥協を形成しなければならない。このためには、公共事業の管理者の
大きな知恵と無数の市民の建設的な協力が欠かせない。こうしてはじめて、伝統民俗と現代都市
での社会生活の間に良性的な調和が形成でき、民俗文化が時代の流れに乗って発展する自主的で
実践的な改良が実現できる。
以上の妥協が達成される過程で、中国民俗学が活躍できる舞台が大きいに違いない。実際に、
民俗学が多かれ少なかれ一定の役割を果たしいる。例えば、南

ナン

京
ジィン

市は1994年から全国最初の花
火と爆竹を全面禁止する都市のひとつになった。しかし、2000年以降、春節に「年越しの味」がな
いという問題を提起した民俗学者があいついでいた。そこで、2001年から毎年春節に花火と爆竹
の使用を復活させようとする議案を提起した人民代表大会代表あるいは政協委員がいた。ついに、
2005年に南

ナン

京
ジィン

市は「限定的な解禁」を実現できた。民俗学者である陶
タオ

思
スー

炎
イエン

は、「解禁」を求める議
案を江

ジアン

蘇
スゥ

省にだけでなく、全国の「両会（すなわち、全国人民代表大会と中国人民政治協商会議）」
の期間にも提出した。無論、伝統民俗の「守護者」としての多くの民俗学者が発した言論は禁止反
対派の主張を補強しているが、実際に民俗学者が果たした役割が大きいとは言いにくい。例えば、
1993年、北

ベイ

京
ジィン

市が花火と爆竹を禁止する地方法律を公布する前に、中国民俗学の第一人者と呼
ばれた鐘

ヂォン

敬
ジィン

文
ウェン

に諮詢した。鐘
ヂォン

敬
ジィン

文
ウェン

は婉曲でありながら明確に「禁止すべきではない」との異見
を立てた。当時メディアの記者のインタビューに対して、彼はまさに禁止により「年越しの味」が
薄まることを心配していると話した。しかし、一人の民俗学者の意見には、到底、すでに立てた
公の立法日程と方向性を変える力がなかった。このことは晩年をむかえていた鐘

ヂォン

敬
ジィン

文
ウェン

にとって
残念な事になったという［鐘宜口述/陳遠撰文 2017］。
殆どの民俗学者は春節の爆竹など民俗に対して「同情の理解」という態度をとり、禁止に傾くこ
とはしない。また、一部の民俗学者は民俗学で流行った「真正性」［瑞吉娜・本迪克絲 2003］の理
念に影響され、しばしば本質主義的な理解も持っている。万

ワン

建
ジエン

中
ヂォン

は南
ナン

昌
チァン

市が花火と爆竹を一度
も禁止しなかったことを称賛し、南

ナン

昌
チァン

市が伝統民間文化の伝承を重視していることを証明した
からだと述べた［徐蕾 2009］。施

シー

立
リィ

学
シュエ

は中華民族の伝統習俗としての花火と爆竹の消失を心から
望まないと述べ、一旦禁止したら、「年越しの味」が薄くなりつつある春節は一層味がなくなると
主張した。陶

タオ

立
リィ

璠
ファン

は花火や爆竹の民俗が民衆の心理と希求を表現し、中国人の「爆竹コンプレッ
クス」が春節にもたらしたのは満たされた喜びと瑞祥の雰囲気であると説明した。千年にわたり、
どの朝代にも禁止したことがなかったが、現在突然禁止したら、民衆は心理的に大きな衝撃をう
け、祈願・吉祥・活気のお祭り気分がなくなった春節がまったく面白くないと思い、その喪失感
は想像しやすい。従って、彼は盲目に禁止するという政令に対して批判的な態度をとっている4 。
彼は大衆がこれほど花火と爆竹に対して歓迎する以上、管理方法を変更したほうがいいと主張し
た。陶

タオ

思
スー

炎
イエン

によれば、都市民俗の特徴は非農業性と娯楽性であり、都市で爆竹を禁止した後、年
越しするときに娯楽的な雰囲気が足りなくなったため、やむをえなく限定政策に転向した［陶思
炎 2004：150, 156-157］。多くの民俗学者は爆竹と「年越しの味」を結びつける言説に同感してい
る。彼ら自身もしばしば「年越しの味」に対してノスタルジックでロマンチックな解説をしている。
「年越しの味」という表現が民俗学者の容易に受け入れる「ノスタルジア」と気が合うからである。
施
シー

愛
アイ

東
ドォン

が批判したように、これを「春節を守る」レベルまで上げる民俗学者もいる［施愛東 2009］。
もちろん、中国の民俗学者が花火と爆竹に関連する習俗が、現代都市社会にもたらした各種の
問題を知らないわけではない。また、彼らは民俗あるいは伝統が流動性を持ち、つねに時代と
ともに変容していることも認めている。徐

シュィ

贛
ゴォン

麗
リィ

によれば、民俗は断え間なく変容し、更新・中
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断・改革等さまざまな可能性を持つが、その変更スピードが比較的遅いため、人為的に春節に花
火や爆竹を使用する消費行為に対して指導し変更させる必要がある。従って、いかに風俗の変容
を導き、民衆に自ら放棄させるかは重要になる［徐贛麗 2017］。多くの民俗学者は一概に禁止す
ることに反対し、適切な指導と規定が必要だと主張している。例えば、施

シー

立
リィ

学
シュエ

は花火と爆竹業界
を環境保護で安全性の高い方向に発展するように導くことの重要性を説いた。それと同時に、消
費者に対して適度に購入し、適切に使用するように導くことも軽視できないと強調した［李彦国 
2014］。彼によれば、古代中国人は「豆のような爆竹」を追求したという。つまり、コンパクトで
適度な花火と爆竹は年越しのお祭り気分と喜びのムードを増やせる。これに対して、現在市場に
販売されている花火と爆竹は体積も威力も大きすぎるといえる。
指摘しなければならないことは、民俗学者はこの問題について、往々にして矛盾する心理状態

を表している。例えば、周
ヂョウ

作
ヅゥオ

人
ロェン

はかつて「北
ベイ

京
ジィン

市民が夜を徹して驚くほどの勢いで魔除けの爆
竹を鳴らしていた」と書く時、すでにこの習俗の力の偉大さが「軍警当局でも禁止できなかった」
ことに気付いた。彼は花火と爆竹の「娯楽」的な価値を認め、そのなかの「ゲーム要素」を保存すべ
きだと主張しながらも、この「娯楽」性がすでになくなり、完全に迷信に転じたと考えていた。そ
こで、財神を迎えるために使う「一万頭の鳳尾鞭」という爆竹が中国人の迷信・利己・無関心など
の国民性を批判する際に用いられる証拠になった［周作人 1998：193-202］。実は、民俗学者の態
度もかならずしも前後一致ではない。例えば周

ヂョウ

作
ヅゥオ

人
ロェン

自らが言うように、彼は小さい頃爆竹に対
して好きと怖がり両方の感情を持っていた。中年になると嫌がっていた。爆竹を鳴らすことが迷
信であるだけでなく、他人を妨害しているからだと考えた。しかし、晩年になると、再び爆竹を
やや好きになった。民間が爆竹を通して魔除けと祈願をすることを理解したからである。庶民が
好む以上、鳴らしてもいいと思っていた。また、多くの民俗学者は春節民俗の変容を認めている。
劉
リウ

宗
ヅォン

迪
ディ

によれば、現在の春節は一家団欒とお祭り騒ぎを伴う民間祭日の形でその主要な趣旨を
継続しているが、将来の春節の民俗はどうなるか、どのような新しい儀式を生み出すか、時間に
よって回答されるしかない。春節が休日になる限り、人々は春節に新しい内容と意味合いを与え
続けるに違いない。それは専門家や学者によって予め企画もしくは指導できるものではない。と
はいえ、劉

リウ

宗
ヅォン

迪
ディ

もまた少年時代に農村で年越しするときに経験した爆竹の喜びに対してノスタ
ルジアの感覚と記憶を持っている。彼は爆竹を鳴らすという一見俗っぽいことに対して容易に先
進的であるか後進的であるか評価すべきではないと述べた。そして、彼は爆竹の禁止を解除する
意見を政府が反映し、春節に再び喜びの爆竹の音が鳴らされ、華やかな花火が打ち上げられるこ
とを提唱している5 。
爆竹の禁止の事例を含み、現代社会が民俗を変容させることは普遍に存在していることを十分
に意識しながら、賀

ホァ

学
シュエ

君
ジュィン

は民俗学者がとるべき立場について分析を行った。彼女によれば、一
部の民俗学者は民俗を「保護」する、すなわち、社会に重視しようと呼び掛け、政府に立法の形で
民俗文化を保護するよう求める立場に立っている。もう一部の民俗学者は、民俗「遺留物」だけに
注目し、民衆の主体性を軽視し、民衆の発展・変革する欲求を無視することを批判する立場に立っ
ている。さらに、民俗行為が保護されるべきではなく、人的な干渉をされるべきではないと主張
する民俗学者もいる。明らかに、統一的な意見が存在しない。賀

ホァ

学
シュエ

君
ジュィン

は、民俗学者が民俗の変
容に対してとるべき最も重要な立場は「学術的な立場」と「人間本位の立場」であると説いた。「学
術的な立場」とは、「学理」に基づいて冷静に観察し、合理的にコミットすることである。「人間
本位の立場」とは、変革中の民俗や伝統的な民俗文化が大幅に変革しなければならないことに面
したとき、民衆主体の立場に立ち、彼らの現実の選択を尊重することである［賀学君 2002：74-
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81］。筆者は賀
ホァ

学
シュエ

君
ジュィン

のこの見解に深く同感する。しかし、問題はどのような観察が冷静的であり、
どのようなコミットが合理的であるか、そして誰が民衆なのか、判断することである。これらの
問題はそう簡単に解決できるわけではない。
民俗学者が「禁止」政策に対して表れた反感や他の敏感的な反応と比べ、ハイレベルの専門的な
学術研究は極めて少ない。陳

ヂェン

連
リエン

山
シャン

は春節の年越し民俗の中に花火と爆竹の意義について独創的
な見解を提出したと同時に、公開的に「禁止」政策を批判する数少ない民俗学者の一人である。彼
は春節に爆竹を鳴らすことの「哲学的意味」を論証した。それが時間と万物の始まりおよび宇宙が
切り開かれることを象徴していると述べた［陳連山 2003］。現代都市のなかで、大部分の人が無
神論者で、魔除けや神を迎えるなどの言説を信じる人が少ないにもかかわらず、多くの人が爆竹
を鳴らすことに熱中している。それは、爆竹の持つ混沌の開き、宇宙起源の出発点という象徴的
な意味が人々の潜在意識の中に潜んでいるからである。爆竹を鳴らすことは実は天地が切り開か
れる過程を模倣することでもある。人々はそれをすべての起点と見なしている。陳

ヂェン

連
リエン

山
シャン

は政府
が民衆の生命・財産の安全と生活環境を保護するために実施する「禁止」政策に一理があると認め
ながらも、文化の側面から、禁止区の民衆の祝祭日の感受性を真剣に考慮しなければならないと
力強く主張している。安全と環境はもちろん重要なことであるが、何億の民衆の文化生活と精神
的なニーズは重要ではないと言えない。したがって、彼は花火と爆竹の文化的機能を再認識する
必要があると主張し、民国時期と近年の禁止政策の損得をまとめ、禁止政策を変えると提唱した
［陳連山 2006：17-43］。花火と爆竹の危険性に関しては、緻密な管理とコントロール、すなわち、
設計、生産、運輸から販売、使用まで全プロセスにわたって管理する必要があると述べた。
なぜ民俗学がこの問題に対して反応が多い一方で研究が少ないかというと、民俗学が伝統的な
農村社会（特に口頭伝承）に対する研究で蓄積・発展してきた諸概念（理論と方法論も含む）が、現
代都市社会に面した時に力不足になったため、関連する問題の議論に対してしばしば「失語」の状
態に陥ったからである。農村と比べて都市住民の生活リズムと習慣は非常に多様化している。ま
た、人と人の間の物理的空間が近く、心理的な距離が遠いため、公共の空間が主となり、公共性
に対する要求も高い。こうなると、どの理由であれ、花火と爆竹を使用してまったく他人を邪魔
しないことは至難である。それだけでなく、都市社会の価値観は農村社会より遥かに多様化して
いる。基本的に全員一致の民俗が存在しない。花火と爆竹に対して、好きで欠かせないと思って
いる市民もいれば、嫌悪感を持ったり、あってもなくても大差がないと思っている市民もいる。
民俗学の以前の観念は、「民」を一致性のある研究対象だと想像している。しかし、都市社会の「民」
は完全にそうではない。また、「俗」に対しても、民俗学はしばしば桃源郷の中に住む住民が共有
する信念あるいは行為と理解しているし、それと「国家」や「法律」とどのように影響しあうか深く
考えたことがない。道理で花火と爆竹を「禁止」か「許可」かという議論には、民俗学由来の専門的
な学術研究があまり見当たらない。あったものはといえば、ノスタルジアを基調とする感想もし
くは意見にとどまっている。これらの感想と意見はつねに小さい集団の中の独り言に近く、社会
という舞台で競い合っているもう一方の主役を完全に無視し、また、現在全国ほぼすべての大中
小都市が花火と爆竹に対して一定の制限あるいは禁止政策を実施しているという基本的な事実も
無視している。明らかに、中国民俗学は都市民俗学という新しい方向へ発展させ、都市社会文化
に対して無知・無感であるという短所を補うことを急がなければいけない。それと同時に、民俗
学者は次第に「国家と民俗」［周星 2011：1-15］「法律と民俗」など課題の重要性を意識しなけれ
ばならない。
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おわりに―民意が水の流れのようである以上、民俗はどうなるか

アメリカ、日本、シンガポールなどの国においても、花火と爆竹を制限する法律があるにもか
かわらず、なぜこの問題を典型的な「中国問題」と見なすかというと、現在の中国社会において顕
著な典型性があるからである。つまり、現代国家の法律建設と民俗伝統文化の間の複雑な相互作
用を非常に鮮明に反映しているのだ。比較的数が多く、主に法学や法律への関心という背景のあ
る学者が展開していた春節の花火と爆竹に関する学術論文の中で、「民意」はキーワードの一つで
ある。その基本的な論理は、民俗ではなく、民意を尊重することであり、民意に基づいて地方立
法と関連する諸問題を議論する。経済学者の 張

ヂャアン

維
ウェイ

迎
イィン

は「ゲーム理論」を用い、花火と爆竹を「禁
止しても止まらない」という社会現象を「禁止令」と千年にわたって形成される「社会規範」の間に
形成する対立において分析した［張維迎 2004］。これに対して、法学的な背景のある艾

アイ

佳
ジア

慧
ホゥイ

は、
春節に花火と爆竹を使用する民俗がまだ「社会規範」のレベルまで達しておらず、せいぜい「負の
外部性」があるため、法律の関与、すなわち調整と変更が必要となる集団的習慣にすぎないとコ
メントした。彼女は法律経済学の立場から、綿密な論証とコスト・収益の比較を行い、「限定」よ
り「禁止」したほうが有利であるとの結論に至った。確かに、「禁止令」は「過度に包含する」危険性
を持つ。しかし、「限定」政策の実施効果が絶対に「禁止令」よりいいと保証できない。したがって、
限定政策は必ずしも賢明な選択と言いにくい［艾佳慧 2007］。爆竹の民俗が復活することに対し
て、彼女は、民衆が「法律は大勢の違法者を処罰しない」という心理と「禁止を犯す快楽」を追求す
る衝動がある以外に、しばしば失くしたものに高い価値を付与すると解釈している。それゆえ、
禁止令はかえって一部の市民に昔爆竹を鳴らしたときの喜びと権利を重視させた。つまり、地方
法律が成立する基礎である「民意」は永久不変のものではない。それは、民意に影響する要素が非
常に多く存在しているからである。
批判する余地があるが（例えば、一部の兼業している人民代表大会代表は独立で思考する能力
を欠いている。立法が慌ただしい。立法のプロセスに公聴会が設けられなかったなど）、北

ベイ

京
ジィン

市
が1993年の禁止政策および2005年の解禁を公布する際に、明確な民意の基礎があったのも事実
である。2014年の春節前に、『新京報』の記者が花火と爆竹の使用について無作為調査を行った。
結果として、115人の回答者のうち、7割が花火と爆竹を購入しなかったと答え、8割以上が花火
と爆竹の使用が空気の品質に悪影響を及ぼすと考えていた。つまり、この時期から、市民が次第
に花火と爆竹から離れているようであった。そこで、再び禁止令を求める声が出現し、現在がま
さに禁止する適宜な時期だと考える人が多くなった［李慧 2014; 潘璠 2014］。2015年の春節に、
北
ベイ

京
ジィン

市の爆竹の音は過去より密度が減り、公から民間まで市民に春節期間中できるだけ爆竹を
鳴らさない、あるいは使用する量を削減するよう呼び掛け・提案していた。春節に「爆竹を放棄
する族」の一員になった市民がますます多くなった。主流の民意が知らずのうちに変化したよう
で、年越しするときに爆竹を鳴らさないほうが春節の「新しいファッション」になった。北

ベイ

京
ジィン

が「禁
止から限定」政策を実行した12年目であった2017年に、花火と爆竹の販売高が2016年のと比べて
30%減少した。北

ベイ

京
ジィン

市社会情勢と民意調査センターが2017年1月に実施した調査によると、82%
の市民が春節期間に花火と爆竹を使用する予定がなかった。その理由は、順番からいうと、環境
汚染のこと、使用する意欲がないこと、安全性が足りないことである。民意が水の流れのようで
捉えにくいという状況を何度も目にするだけでなく、実際に禁止に成功した都市もある。2014年、
上
シャアン

海
ハイ

市のあるアンケート調査によると、花火と爆竹を全年禁止することに賛成する市民が81%
に達した。この結果に対して、環境意識の高まりにより、市民が花火と爆竹を再び「陋習」と見な
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しているとの分析があった。実は、 上
シャアン

海
ハイ

市が実施した厳格化する禁止政策は、この民意の変更
に相まって相当の成功を収めた［徐贛麗 2017］。『 上

シャアン

海
ハイ

市における花火と爆竹の安全管理に関す
る条例』の規定により、外環線以内では花火と爆竹の使用を全年禁止する。2017年の元旦、大晦日、
正月1日から15日まで、外環線以内で「花火と爆竹の零使用」を実現した。外環線以外での使用数
も明らかに減少した。全市で花火と爆竹によって発生した火災や傷害事故数がゼロであった。こ
の目標を実現するために、 上

シャアン

海
ハイ

市は法律実行者数を大幅に超えたボランティアを動員した。
もちろん、法学者が議論した「民意」の「民」と民俗学者のいう「民俗」の「民」の間には大きな溝が
存在している。民俗学者が長期にわたて理解する「民」は匿名的で一体性がある。そして、民俗学
者が理解している「俗」は安定的な伝承性を持っている。しかし、都市社会には、統一的な「民」が
もはや存在せず、普遍的な「俗」も存在しない。都市のなかの住民を「市民」と理解しても、「公民」
と理解しても、すべての人にとって花火と爆竹が春節に欠かせないのではないという基本的な現
状は変えられない。実は、都市において、時間制度としての祝祭日の体系そのものも複合的で多
元的である［劉先福 2011：232-243］。中華の伝統文化など民俗学的な大きな物語は、民俗学者が
都市の社会文化の現場のリアリティに面するときに役に立たない。都市の住民は、沈黙・匿名で、
ひたすら民俗に服従する複数の群れではない。彼らは各々の主張を持ち、自身の、または所在地
の民俗文化を「客体化」し、反省し、保持したり、変化させたり、さらに各種の民俗事象を除去す
る主観的意志を持っている。彼らは現代都市生活の実践者であり、主体性に従って自分の民俗を
選択したり捨てたりする能力を持っている。このような伝統民俗が現代都市社会のなかで変通・
変遷・適応的に変革することに面して、民俗学、文化人類学と法学の研究はどのような立場に立ち、
どのように関連する学術研究をすれば、本文が示した花火と爆竹のような「中国問題」を、解決も
しくは超越することに貢献できるか。これは現代中国民俗学と文化人類学および法学研究で回避
できない基本課題であり、背負うべき社会責任でもある。

1 中国では、由緒の異なる財神が多数ある。それに、
同一の神でもいくつか異なる誕生日の説がある。特
に、地域信仰の中に異なる説の存在がよく見える。
山東省の「財神節」では旧暦の7月22日を財神の誕生
日と決めた［秦淮 2013］。この言い方は吉林省の長春
市など地域でも信じられている［胡海賓 2015］。

2 データによれば、1985年から2005年、全国で花火と
爆竹の事故数が8532件で、死亡人数が9349人であっ
た。平均的に毎年発生した事故数が406件で、死亡
人数が445人である［国務院法制弁、国家安全生産監
督管理総局、公安部 2005］。

3 全国各都市の禁止政策の具体的な規定は様々あるが、
基本的には類似している。通年禁止するのもあれば、
祝祭日を除くという条件を付けた都市もある。すべ
ての状況・場合で一律に禁止するのもあれば、各種
の限定条件を付けて（実は限定政策）禁止とする都市
もある。

4 「春節文化網上談系列之一－從『禁鞭』?起－春節儀式
的文化底蘊」、央視国際（CCTV.com）、2002年12月
10日に参照。

5 同上。

注　
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